
（環境省Ｒ５－２３）

基準年度 目標年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度 R8年度

- - - - - - -

68.50% 75.8%

- - - - - - -

２４千頭 １４千頭

当初予算額
（百万円）

R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

(1)
動物の愛護及び管理事業
（平成18年度）

298
(254)

361
（277）

493
（375）

370 1,2 160

298
(254)

361
（277）

493
（375）

370施策の予算額・執行額
施策に関係する内閣の重要政策
（施政方針演説等のうち主なもの）

　－

達成手段
（開始年度）

予算額計（執行額）
（百万円） 関連する

指標
達成手段の概要等

行政事業レビュー
事業番号

令和５年度行政事業レビューページURL　 https://www.env.go.jp/guide/budget/review/2023/index.html

国等が取り組むべき動物愛護管理施策を定めている動物愛護管理基本指針にお
いて、令和12年度までに目指すこととされているため。

2

自治体における犬及び猫
の殺処分数の減少（平成
30年度比50％減となる2万
頭）

38千頭 H30年度 20千頭 R12年度
国等が取り組むべき動物愛護管理施策を定めている動物愛護管理基本指針にお
いて、令和12年度までに目指すこととされているため。

1
自治体における犬及び猫
の返還・譲渡率の増加（増
加傾向維持）

61.80% H30年度 増加傾向維持 R12年度

測定指標 基準値 目標値

年度ごとの目標値

測定指標の選定理由及び目標値（水準・目標年度）の設定の根拠年度ごとの実績値

施策の概要
飼い主による終生飼養等の適正な飼養、動物取扱業の適正化、都道府県等に引き取られた犬猫の返還・譲渡等を推進
することにより、人と動物の共生する社会の実現を図る。

政策体系上の
位置付け

5.生物多様性の保全と自然との共生の推進

達成すべき目標
自治体における犬及び猫の返還及び譲渡を積極的に進めること並びに、自治体における犬及
び猫の殺処分数の減少（平成30年度比50％減となる2万頭）

目標設定の
考え方・根拠

動物の愛護及び管理に関する法律第5条に
基づく動物愛護管理基本指針（平成18年10
月31日環境省告示第140号）

政策評価実施予定時期 令和6年8月

令和５年度実施施策に係る政策評価の事前分析表

施策名 目標５－４　動物の愛護・管理 担当部局名
自然環境局
総務課動物愛護管
理室

作成責任者名
(※記入は任意）

野村環（動物愛護管
理室長）

別紙１


